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介護サービス事業者自主点検表の作成について

１ 趣 旨

利用者に適切な介護サービスを提供するためには、事業者自らが自主的に事業の運営状況を点検し、人員、

設備及び運営に関する基準が守られているか常に確認する事が必要です。

そこで県では、介護保険サービス提供事業者ごとに、法令、関係通知及び国が示した介護保険施設等指導指

、 、 、 、針のうちの主眼事項着眼点を基に 自主点検表を作成し 運営上の必要な事項について 自主点検をお願いし

県が行う事業者指導と有機的な連携を図ることとしました。

２ 実施方法

（１）毎年定期的に実施するとともに、事業所の実地指導が行われるときは、他の関係書類とともに、県へ提出

してください。なお、この場合、控えを必ず保管してください。

（２）複数の職員で検討のうえ点検してください。

（３）点検結果については、実施後３年間の保管をお願いします。

（４ 「いる・いない」等の判定については、該当する項目を○で囲んでください。）

判定について該当する項目がないときは、選択肢に二重線を引き 「事例なし」又は「該当なし」と記入（５） 、

してください。

「根拠法令」の欄は、次を参照してください。

・ 法」 介護保険法（平成９年法律第１２３号）「

・ 施行規則」 介護保険法施行規則（平成１１年厚生労働省令第３６号）「

・ 施行令」 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）「

・ 平１１厚令３８」 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準「

（平成１１年３月３１日厚生労働省令第３８号）

・ 平１１老企２２」 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について「

（平成１１年７月２９日老企第２２号厚生労働省老人保健福祉局企画課長通知）

・ 平１２厚告２０」 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準「

（平成１２年２月１０日厚生労働省告示第２０号）

・ 平１２厚告２３」 厚生労働大臣が定める者等（平成１２年２月１０日）「

・ 平１２厚告２５」 厚生労働大臣が定める基準（平成１２年２月１０日）「

・ 平１２老企３６」 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に「

要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

（平成１２年３月１日老企第３６号厚生労働省老人保健福祉局企画課長通知）

・ 平１１老企２９」 介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について「

（平成１１年１１月１２日老企第２９号）

・ 平１８厚令３３」 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省「

令

（平成１８年３月１４日厚生労働省令第３３号）

・ 平２１厚労告８３」厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域（平成２１年３月１３日）「
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

第１ 基本方針

１ 基本方針 ① 要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限 法第80条第1項

りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活 平11厚令38

を営むことができるように配慮していますか。 第1条1項

いる ・ いない

② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利 平11厚令38

用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービ 第1条2項

スが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう

配慮していますか。

いる ・ いない

③ 居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を 平11厚令38

尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定 第1条3項

居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に

不当に偏することのないよう公正中立に行われていますか。

いる ・ いない

④ 事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、 平11厚令38

老人介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護予防支 第1条4項

援事業者、介護保険施設等との連携に努めていますか。

いる ・ いない

第２ 人員に関する基準

１ 介護支援専門員 ① 事業所ごとに常勤の介護支援専門員を１人以上置いています 法第81条第1項

か。 いる ・ いない 平11厚令38

第2条第1項

※ 介護支援専門員は、事業所の営業時間中は、常に利用者か

らの相談等に対応できる体制を整えている必要があり、介護 平11老企22

支援専門員がその業務上の必要性から、又は他の業務を兼ね 第2の2の(1)

ていることから、事業所に不在となる場合であっても、管理

者、その他の従業者等を通じ、利用者が適切に介護支援専門

員に連絡が取れる体制としておく必要があります。

② ①に規定する員数の標準は、利用者の数が３５又はその端数 平11厚令38

を増すごとに１となっていますか。 第2条第2項

いる ・ いない

※ 常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数３５人に対して 平11老企22

１人を標準とするものであり、利用者の数が３５人又はその 第2の2の(1)

端数を増すごとに増員することが望ましいです。ただし、当

該増員に係る介護支援専門員については非常勤とすることを

妨げるものではありません。

③ 非常勤の介護支援専門員は、介護保険施設の常勤専従の介護 平11老企22

支援専門員と兼務となっていませんか。 第2の2の(1)

いない ・ いる
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

２ 管理者 ① 事業所ごとに、常勤の管理者を置いていますか。 平11厚令38

いる ・ いない 第3条第1項

② 管理者には介護支援専門員をあてていますか。 平11厚令38

いる ・ いない 第3条第2項

③ 管理者は専らその職務に従事していますか。 平11厚令38

いる ・ いない 第3条第3項

※ ただし、次に掲げる場合は、この限りではありません。 平11老企22

ア 当該居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事 第2の2の(2)

する場合

イ 当該事業所の管理に支障がない限りにおいて、同一敷地

内にある他の事業所の職務に従事する場合

※ 管理者は、事業所の営業時間中は、常に利用者からの利用 平11老企22

申込等に対応できる体制を整えている必要があるものであり 第2の2の(2)、

管理者が事業所に不在となる場合であっても、その他の従業

者等を通じ、利用者が適切に管理者に連絡が取れる体制とし

ておく必要があります。

※ 訪問系サービスの事業所において訪問サービスそのものに 平11老企22

従事する従業者との兼務は一般的には管理者の業務に支障が 第2の2の(2)

あると考えられるが、訪問サービスに従事する勤務時間が限

られている職員の場合には、支障がないと認められる場合も

あります。また、併設する事業所に原則として常駐する老人

介護支援センターの職員、訪問介護、訪問看護等の管理者等

との兼務は可能と考えられます。なお、介護保険施設の常勤

専従の介護支援専門員との兼務は認められません。

第３ 運営に関する基準

１ 内容及び手続の ① 居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者 法第81条第2項

説明及び同意 又はその家族に対し、運営規程の概要その他の利用申込者のサ 平11厚令38

ービスの選択に資すると認められる重要事項について、わかり 第4条第1項

やすい説明書やパンフレット等の文書を交付して説明を行い、

居宅介護支援の提供の開始について利用申込者の同意を得てい

ますか。

いる ・ いない

※ サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文 平11老企22

書の内容は、以下のとおりです。 第2の3の(1)

ア 運営規程の概要

イ 介護支援専門員の勤務の体制

ウ 秘密の保持

エ 事故発生時の対応

オ 苦情処理の体制 等

※ 同意は、利用者及び居宅介護支援事業者双方の保護の立場 平11老企22

から、書面によって確認することが望まれます。 第2の3の(1)
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

１ 内容及び手続の ② 居宅介護支援の提供開始に際し、あらかじめ、居宅サービス 平11厚令38

説明及び同意 計画が基準第１条の基本方針及び利用者の希望に基づき作成さ 第4条第2項

、 。れるものであること等につき説明を行い 理解を得ていますか

いる ・ いない

※ 居宅介護支援について利用者の主体的な参加が重要である 平11老企22

ことにつき十分説明を行い、理解を得てください。 第2の3の(1)

２ 提供拒否の禁止 正当な理由なく居宅介護支援の提供を拒んでいませんか。 平11厚令38

いない ・ いる 第5条

※ 特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒

否してはいけません。

※ サービスの提供を拒むことのできる場合の正当な理由とは 平11老企22、

次の場合です。 第2の3の(2)

ア 当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合

イ 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施

地域外である場合

ウ 利用申込者が他の居宅介護支援事業者にも併せて居宅

介護支援の依頼を行っていることが明らかな場合

３ サービス提供困 通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適 平11厚令38

難時の対応 切な居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合 第6条

は、他の居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じ

ていますか。

いる ・ いない

４ 受給資格等の確 居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の提示す 平11厚令38

認 る被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び 第7条

要介護認定の有効期間を確かめていますか。

いる ・ いない

５ 要介護認定の申 ① 被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者の意 平11厚令38

請等に係る援助 思を踏まえ、必要な協力を行っていますか。 第8条第1項

いる ・ いない

② 居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定に係る申請が 平11厚令38

行われていない利用申込者については、要介護認定の申請が既 第8条第2項

に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合

は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに必要な援助を行

っていますか。

いる ・ いない

③ 要介護認定の更新の申請が、遅くとも有効期間が満了する 平11厚令38

３０日前までになされるよう、必要な援助を行っていますか。 第8条第3項

いる ・ いない
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

６ 身分を証する書 事業者は、当該事業所の介護支援専門員に身分を証する書類 平11厚令38

類の携行 （介護支援専門員証や名札等）を携行させ、初回訪問時又は利用 第9条

者若しくはその家族から求められたときは、これを提示すべき

旨を指導していますか。

いる ・ いない

※ 介護支援専門員登録証明書は、下表の左欄の区分に応じ、 平11老企22

右欄に定める日までを有効期間として介護支援専門員証とみ 第2の3の(4)

なされます。

介護保険法施行

令附則第21条登録証明書の作成年月日 介護支援専門員証とみなされる期限

平成12年4月1日～ 平成20年4月1日から平成21年3月31日ま

平成14年3月31日 での間において当該登録証明書が作成さ

れた日に応当する日

平成14年4月1日～ 平成21年4月1日から平成22年3月31日ま

平成16年3月31日 での間において当該登録証明書が作成さ

れた日に応当する日

平成16年4月1日～ 平成22年4月1日から平成23年3月31日ま

平成18年3月31日 での間において当該登録証明書が作成さ

れた日に応当する日

７ 利用料等の受領 ① 居宅介護支援を提供した際にその利用者から支払を受ける利 平11厚令38

用料と居宅介護サービス計画費の額との間に、不合理な差額が 第10条第1項

生じていませんか。

いない ・ いる

※ 一方の経費の他方への転換等による不合理な差額が設けて 平11老企22

はいけません。 第2の3の(5)①

※ 償還払いの場合であっても、原則として利用者負担は生じ

ないこととします。

② 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅 平11厚令38

を訪問して居宅介護支援を行う場合には、それに要した交通費 第10条第2項

の額の支払を利用者から受けることができますが、その受領は

適切に行っていますか。

いる ・ いない

※ 保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されな 平11老企22

いあいまいな名目による費用の支払を受けることは認められ 第2の3の(5)②

ません。

③ ②の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじ 平11厚令38

め、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用 第10条第3項

について説明を行い、利用者の同意を得ていますか。 平11老企22

いる ・ いない 第2の3の(5)③
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

７ 利用料等の受領 ④ サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、 法41条第8項

当該支払をした利用者に対し、領収証を交付していますか。

いる ・ いない

⑤ 領収証に、居宅介護支援について利用者から支払を受けた費 施行規則第78条

用の額及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の

費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載し

ていますか。

いる ・ いない

８ 保険給付の請求 提供した居宅介護支援について利用料の支払を受けた場合は 平11厚令38、

のための証明書の 当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利 第11条

交付 用者に対して交付していますか。 平11老企22

いる ・ いない 第2の3の(6)

９ 指定居宅介護支 ① 居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資する 平11厚令38

援の基本取扱方針 よう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して 第12条第1項

行われていますか。

いる ・ いない

② 事業者は自ら提供する居宅介護支援の質の評価を行い、常に 平11厚令38

その改善を図っていますか。 第12条第2項

いる ・ いない

10 指定居宅介護支 ① 管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関す 平11厚令38

援の具体的取扱方 る業務を担当させていますか。 第13条第1号

針 いる ・ いない

② 居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨 平11厚令38

とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等につ 第13条第2号

いて、理解しやすいように説明を行っていますか。

いる ・ いない

③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、 平11厚令38

利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者 第13条第3号

の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅

サービス等の利用が行われるようにしていますか。

いる ・ いない

※ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に当 平11老企22

たり、継続的な支援という観点に立ち、計画的に居宅サービ 第2の3の(7)③

ス等の提供が行われるようにすることが必要であり、支給限

度額の枠があることのみをもって、特定の時期に偏って継続

が困難な、また必要性に乏しい居宅サービスの利用を助長す

るようなことがあってはなりません。
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

10 指定居宅介護支 ④ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、 平11厚令38

援の具体的取扱方 利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サ 第13条第4号

針 ービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の

住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅

サービス計画上に位置付けるよう努めていますか。

いる ・ いない

⑤ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっ 平11厚令38

ては、利用者によるサービスの選択に資するよう、当該地域に 第13条第5号

おける指定居宅サービス事業者等に関する情報を適正に利用者

又はその家族に提供していますか。

いる ・ いない

※ 特定の居宅サービス事業者に不当に偏した情報を提供する 平11老企22

ことや、利用者の選択を求めることなく同一の事業主体のサ 第2の3の(7)⑤

ービスのみによる居宅サービス計画原案を最初から提示して

はいけません。

⑥ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、 平11厚令38

適切な方法により、利用者について、その有する能力、既に提 第13条第6号

供を受けているサービス等のその置かれている環境等の評価を

通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立

した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべ

き課題を把握していますか。
いる ・ いない

※ 居宅サービス計画は、個々の利用者の特性に応じて作成さ 平11老企22

れることが重要であり、このため、介護支援専門員は、居宅 第2の3の(7)⑥

サービス計画の作成に先立ち利用者の課題分析を行うことと

なります。

※ 課題分析とは、利用者の有する日常生活上の能力や利用者

が既に提供を受けている居宅サービスや介護者の状況等の利

用者を取り巻く環境等の評価を通じて利用者が生活の質を維

持・向上させていく上で生じている問題点を明らかにし、利 平11老企29

用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する 別紙4

上で解決すべき課題を把握することであり、利用者の生活全

般についてその状態を十分把握することが重要です。

※ 課題の把握は、平成11年11月12日付け老企第29号の別紙４

に示す項目により行ってください。

⑦ 介護支援専門員は、解決すべき課題の把握（以下「アセスメ 平11厚令38

ント」という ）に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者 第13条第7号。

及びその家族に面接して行っていますか。

いる ・ いない

※ アセスメントに当たっては、介護支援専門員は、面接の趣 平11老企22

旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得て 第2の3の(7)⑦

ください。
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

10 指定居宅介護支 ⑧ 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセ 平11厚令38

援の具体的取扱方 スメントの結果に基づき、利用者の家族の希望及び当該地域に 第13条第8号

針 おける居宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該アセ

スメントにより把握された解決すべき課題に対応するための最

も適切なサービスの組合せについて検討していますか。

いる ・ いない

利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方

針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及

びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサー

ビスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画

の原案を作成していますか。

いる ・ いない

※ 介護支援専門員は、居宅サービス計画が利用者の生活の質 平11老企22

に直接影響する重要なものであることを十分に認識し、居宅 第2の3の(7)⑧

サービス計画原案を作成しなければなりません。

※ 居宅サービス計画原案は、利用者の希望及び利用者につい

てのアセスメントの結果による専門的見地に基づき、利用者

の家族の希望及び当該地域における居宅サービス等が提供さ

れる体制を勘案した上で、実現可能なものとする必要があり

ます。

※ 居宅サービス計画原案には、利用者及びその家族の生活に

対する意向及び総合的な援助の方針並びに生活全般の解決す

べき課題を記載した上で、提供されるサービスについて、そ

の長期的な目標及びそれを達成するための短期的な目標並び

にそれらの達成時期等を明確に盛り込み、当該達成時期には

居宅サービス計画及び各指定居宅サービス等の評価を行い得

るようにすることが重要です。

※ 提供されるサービスの目標とは、利用者がサービスを受け

つつ到達しようとする目標を指すもので、サービス提供事業

者側の個別のサービス行為を意味するものではありません。

⑨ 介護支援専門員は、サービス担当者会議の開催により、利用 平11厚令38

者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、居宅サ 第13条第9号

ービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地

からの意見を求めていますか。

いる ・ いない

※ ただし、やむを得ない理由がある場合については、サービ 平11老企22

ス担当者に対する照会等により意見を求めることができます 第2の3の(7)⑨。

ここでいうやむを得ない理由がある場合とは、以下のよう

な場合が想定されます。

ア 開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由によ

り、サービス担当者会議への参加が得られなかった場合

イ 居宅サービス計画の変更であって、利用者の状態に大き

な変化が見られない等における軽微な変更の場合
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

10 指定居宅介護支 ⑩ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた居 平11厚令38

援の具体的取扱方 宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分 第13条第10号

針 した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者

又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得て

いますか。

いる ・ いない

※ 居宅サービス計画に位置付ける指定居宅サービス等の選択 平11老企22

は、利用者自身が行うことが基本であり、また、当該計画は 第2の3の(7)⑩

利用者の希望を尊重して作成されなければなりません。利用

者に選択を求めることは介護保険制度の基本理念です。

※ 居宅サービス計画の原案とは、居宅サービス計画書の第１ 平11老企29

表から第３表まで、第６表及び第７表に相当するものすべて 別紙

（平成11年11月12日老企第２９号の別紙に示す標準様式）を

指します。

※ 主治医や保険給付対象外のサービス事業者等が居宅サービ 平12老振24

ス計画の内容について情報提供を求めている場合であって、 老健93

利用者又はその家族の同意を文書により得ている場合には、

主治医、事業者等への情報提供を行うようにしてください。

⑪ 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当 平11厚令38

該居宅サービス計画を遅滞なく利用者及び担当者に交付してい 第13条第11号

ますか。

いる ・ いない

※ 担当者に対して居宅サービス計画を交付する際には、当該 平11老企22

計画の趣旨及び内容等について十分に説明し、各担当者との 第2の3の(7)⑪

共有、連携を図った上で、各担当者が自ら提供する居宅サー

ビス等の当該計画における位置づけを理解できるように配慮

する必要があります。

⑫ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービ 平11厚令38

ス計画の実施状況の把握（利用者についての継続的なアセスメ 第13条第12号

ントを含む ）を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、。

指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を

行っていますか。

いる ・ いない

※ 介護支援専門員は、利用者の有する解決すべき課題に即し 平11老企22

た適切なサービスを組み合わせて利用者に提供し続けること 第2の3の(7)⑫

、 、 、が 重要であり 居宅サービス計画の実施状況の把握を行い

利用者の解決すべき課題の変化が認められる場合等必要に応

じて居宅サービス計画の変更、居宅サービス事業者等との連

絡調整その他の便宜の提供を行うものとします。
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

10 指定居宅介護支

援の具体的取扱方 ※ 利用者の解決すべき課題の変化は、利用者に直接サービス

針 を提供する事業者等により把握されることも多いことから、

介護支援専門員は、サービス担当者と緊密な連携を図り、利

用者の解決すべき課題の変化が認められる場合には、円滑に

連絡が行われる体制の整備に努めなければなりません。

⑬ 介護支援専門員は、⑫に規定する実施状況の把握（モニタリ 平11厚令38

ング）に当たっては、利用者及びその家族、居宅サービス事業 第13条第13号

、 、者等との連絡を継続的に行うこととし 特段の事情がない限り

次に定めるところにより実施していますか。

ア 少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に

面接していますか。

いる ・ いない

イ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録してい

ますか。

いる ・ いない

※ 「特段の事情」とは、利用者の事情により、利用者の居宅 平11老企22

を訪問し、利用者に面接することができない場合を主として 第2の3の(7)⑬

指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれま

せん。

※ 当該特段の事情がある場合については、その具体的な内容

を記録しておくことが必要です。

⑭ 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担 平11厚令38

当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性につ 第13条第14号

、 、 。いて 担当者から 専門的な見地からの意見を求めていますか

いる ・ いない

※ ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者

に対する照会等により意見を求めるものとします。

ア 要介護認定を受けている利用者が法第28条第2項に規定す

る要介護更新認定を受けた場合

イ 要介護認定を受けている利用者が法第29条第1項に規定す

る要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

※ ここでいうやむを得ない理由がある場合とは、開催の日程 平11老企22

調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担 第2の3の(7)⑭

当者会議への参加が得られなかった場合等です。
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

10 指定居宅介護支 ⑮ 介護支援専門員は、③から⑪までの規定について、⑫に規定 平11厚令38

援の具体的取扱方 する居宅サービス計画の変更についても、同様に取り扱ってい 第13条第15号

針 ますか。

いる ・ いない

※ 介護支援専門員は、居宅サービス計画を変更する際には、 平11老企22

原則として、基準第13条第３号から第１１号までに規定され 第2の3の(7)⑮

た居宅サービス計画の作成に当たっての一連の業務を行うこ

とが必要です。

なお、利用者の希望による軽微な変更（サービス提供日時

の変更等）を行う場合には、この必要はないものとします。

ただし、この場合においても、介護支援専門員が、利用者の

解決すべき課題の変化に留意することが重要であることは、

同条１２号に規定したとおりです。

⑯ 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービ 平11厚令38

スが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者が 第13条第16号

その居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める

場合又は介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、

介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行っていますか。

いる ・ いない

※ 介護保険施設はそれぞれ医療機能等が異なることに鑑み、 平11老企22

主治医の意見を参考にする、主治医の意見を求める等をして 第2の3の(7)⑯

。介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行ってください

⑰ 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しよう 平11厚令38

とする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活 第13条第17号

へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作

成等の援助を行っていますか。

いる ・ いない

※ あらかじめ、居宅での生活における介護上の留意点等の情 平11老企22

報を介護保険施設従業者から聴取する等の連携を図るととも 第2の3の(7)⑰

に、居宅での生活を前提とした課題分析を行った上で居宅サ

ービス計画を作成する等の援助を行うことが重要です。

⑱ 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーシ 平11厚令38

ョン等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な 第13条第18号

場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師の意見

を求めていますか。

いる ・ いない

※ 訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーシ 平11老企22

ョン、居宅療養管理指導及び短期入所療養介護については、 第2の3の(7)⑱

主治の医師又は歯科医師等がその必要性を認めたものに限ら

れることから、介護支援専門員は、これらの医療サービスは

主治の医師等がその必要性を認めたものに限られます。
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

10 指定居宅介護支 介護支援専門員は、これらの医療サービスを居宅サービス計

援の具体的取扱方 画に位置付ける場合にあっては主治の医師等の指示があるこ

針 とを確認しなければならないこととなっています。

⑲ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハ 平11厚令38

ビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては 第13条第19号、

当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限り

行うものとしていますか。

いる ・ いない

また、医療サービス以外の居宅サービスを位置付ける場合に

あっては、当該居宅サービス等に係る主治の医師の医学的観点

からの留意事項が示されているときは、当該留意事項を尊重し

てこれを行っていますか。

いる ・ いない

⑳ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又 平11厚令38

は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居 第13条第20号

、宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし

利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を

除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数

が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにして

いますか。

いる ・ いない

21 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置 平11厚令38

付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画 第13条第21号

に福祉用具貸与が必要な理由を記載していますか。

いる ・ いない

また、介護支援専門員は、必要に応じて随時サービス担当者 平11厚令38

会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について 第13条第21号

検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場

合にはその理由を居宅サービス計画に記載していますか。

いる ・ いない

※ 福祉用具貸与については、その特性と利用者の心身の状況 平11老企22

等を踏まえて その必要性を十分に検討せずに選定した場合 第2の3の(7)20、 、

、利用者の自立支援は大きく阻害されるおそれがあることから

検討の過程を別途記録する必要があります。

22 介護支援専門員は 経過的要介護者又は要介護１の利用者 軽 平11老企22、 （

度者）の居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合に 第2の3の(7)20

、「 」（ ）は 厚生労働大臣が定める者等 平成12年厚生省告示第23号

第21号のイで定める状態像の者 であることを確認するため、注１

当該軽度者の調査票 について必要な部分（実施日時、調査対注２

象者等の時点の確認及び本人確認ができる部分並びに基本調査

の回答で当該軽度者の状態像の確認が必要な部分）の写しを市

町村から入手していますか。

いる ・ いない
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

10 指定居宅介護支

注１ 下記の「厚生労働大臣が定める者等 （平成12年厚生省告示第23号)援の具体的取扱方 」

第21号のイで定める者針

イ 次に掲げる福祉用具の種類に応じ、それぞれ次に掲げる者

(1)車いす及び車いす付属品 次のいずれかに該当する者

(一)日常的に歩行が困難な者

(二)日常生活範囲において移動の支援が特に必要と認められる者

(2)特殊寝台及び特殊寝台付属品 次のいずれかに該当する者

(一)日常的に起きあがりが困難な者

(二)日常的に寝返りが困難な者

(3)床ずれ防止用具及び体位変換器 日常的に寝返りが困難な者

(4)認知症老人徘徊感知機器 次のいずれにも該当する者

(一)意思の伝達、介護を行う者への反応、記憶又は理解に支障があ

る者

(二)移動において全介助を必要としない者

(5)移動用リフト（つり具の部分を除く ）。

(一)日常的に立ち上がりが困難な者

(二)移乗が一部介助又は全介助を必要とする者

(三)生活環境において段差の解消が必要と認められる者

注２ 「要介護認定等基準時間の推計の方法 （平成12年厚生省告示第91」

号）別表第１の調査票

当該軽度者がこれらの結果を介護支援専門員へ提示すること

に、あらかじめ同意していない場合については、当該軽度者の

、 。調査票の写しを本人に情報開示させ それを入手していますか

いる ・ いない

23 介護支援専門員は、当該軽度者の調査票の写しを福祉用具貸 平11老企22

与事業者へ提示することに同意を得たうえで、市町村より入手 第2の3の(7)20

した調査票の写しについて、その内容が確認できる文書を福祉

用具貸与事業者へ送付していますか。

いる ・ いない

24 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を 平11厚令38

位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該 第13条第22号

計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載していますか。

いる ・ いない

※ 福祉用具販売については、その特性と利用者の心身の状況 平11老企22

等を踏まえて その必要性を十分に検討せずに選定した場合 第2の3の(7)20、 、

利用者の自立支援は大きく阻害されるおそれがあることか

ら、検討の過程を別途記録する必要があります。

25 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に認定審査 平11厚令38

会意見又はサービスの種類についての記載がある場合には、利 第13条第23号

用者にその趣旨を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って

計画を作成していますか。

いる ・ いない
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

10 指定居宅介護支 26 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援 平11厚令38

援の具体的取扱方 認定を受けた場合には、介護予防支援事業者と当該利用者に係 第13条第24号

針 る必要な情報を提供する等の連携を図っていますか。

いる ・ いない

27 介護予防支援事業者から介護予防支援の業務の委託を受ける 平11厚令38

に当たっては、居宅介護支援事業所ごとに、所属する介護支援 第13条第25号

専門員の数に８を乗じて得た数を、委託を受ける件数の上限と

していますか。

いる ・ いない

※ 介護予防支援の業務の委託を受けることができる利用者の 平11老企22

数は、常勤換算方法で算定した介護支援専門員１人につき８ 第2の3の(7)23

人を限度とします。

※ 事業所全体でこの上限を下回っていれば、適切な範囲で、 平11老企22

介護支援専門員同士で役割分担を行うことは差し支えありま 第2の3の(7)23

せん。

※ 委託を受ける介護予防支援の業務量等を勘案し、当該上限 平11老企22

の範囲内であっても、居宅介護支援事業者が本来行う居宅介 第2の3の(7)23

護支援の業務に影響を及ぼすことのないよう配慮してくださ

い。

11 法定代理受領サ ① 毎月、市町村（審査及び支払に関する事務を国民健康保険団 平11厚令38

ービスに係る報告 体連合会に委託している場合にあっては、国民健康保険団体連 第14条第1項

合会）に対し、居宅サービス計画において位置付けられている

居宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けた 平11老企22

ものに関する情報を記載した文書（給付管理票）を提出してい 第2の3の(8)①

ますか。

いる ・ いない

② 居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅サービ 平11厚令38

スに係る特例居宅介護サービス費の支給に係る事務に必要な情 第14条第2項

報を記載した文書を、市町村（委託している場合にあっては、

国民健康保険団体連合会）に対して提出していますか。 平11老企22

いる ・ いない 第2の3の(8)②

12 利用者に対する 利用者が、他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、 平11厚令38

居宅サービス計画 要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合その 第15条

等の書類の交付 他利用者から申出があった場合には、当該利用者に対し、直近

の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付して 平11老企22

いますか。 第2の3の(9)

いる ・ いない
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

13 利用者に関する ① 利用者が正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従 平11厚令38

市町村への通知 わないこと等により、要介護状態の程度を増進させたと認めら 第16条第1号

れるときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知し

ていますか。

いる ・ いない

② 利用者が偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受 平11厚令38

け、又は受けようとしたときには、遅滞なく、意見を付してそ 第16条第2号

の旨を市町村に通知していますか。

いる ・ いない

14 管理者の責務 ① 管理者は、当該事業所の介護支援専門員その他の従業者の管 平11厚令38

理、居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況 第17条第1項

の把握その他の管理を一元的に行っていますか。

いる ・ いない

② 管理者は 当該事業所の介護支援専門員その他の従業者に 指 平11厚令38、 「

定居宅介護支援等の人員、設備及び運営に関する基準」第３章 第17条第2項

の規定を遵守させるためるため必要な指揮命令を行っています

か。

いる ・ いない

15 運営規程 事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に 平11厚令38

関する規程（以下 「運営規程」という ）を定めていますか。 第18条、 。

いる ・ いない

※ 運営規程には、次の事項を定めるものとします。

ア 事業の目的及び運営の方針

イ 職員の職種、員数及び職務内容

ウ 営業日及び営業時間

エ 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その

他の費用の額

オ 通常の事業の実施地域

カ その他運営に関する重要事項

※ イの職員については、介護支援専門員とその他の職員に区 平11老企22

分し、員数及び職務内容を記載してください。 第2の3の(11)①

※ エの居宅介護支援の提供方法及び内容については、利用者 平11老企22

の相談を受ける場所 課題分析の手順等を記載してください 第2の3の(11)②、 。

※ オは 客観的にその区域が特定されるものとしてください 平11老企22、 。

なお、通常の事業の実施地域を越えて居宅介護支援を行うこ 第2の3の(11)③

ともできます。
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

16 勤務体制の確保 ① 利用者に対し適切な居宅介護支援を提供できるよう、事業所 平11厚令38

ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定めてい 第19条第1項

ますか。

いる ・ いない

※ 原則として月ごとの勤務表を作成し、介護支援専門員につ 平11老企22

いては、日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼 第2の3の(12)①

務関係等を明確にしてください。

※ 当該勤務の状況等は、事業所の管理者が管理する必要があ

り、非常勤の介護支援専門員を含めて当該事業所の業務とし

て一体的に管理されていることが必要です。

② 事業所ごとに、当該事業所の介護支援専門員に居宅介護支援 平11厚令38

の業務を担当させていますか。ただし、介護支援専門員の補助 第19条第2項

の業務についてはこの限りではありません。

いる ・ いない

※ 当該事業所の管理者の指揮命令が介護支援専門員に対して 平11老企22

及ぶことが要件となるが、雇用契約に限定されるものではあ 第2の3の(12)②

りません。

③ 介護支援専門員の資質の向上のために研修の機会を確保して 平11厚令38

いますか。 第19条第3項

いる ・ いない

※ 研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の

機会を計画的に確保してください。

※ 特に、介護支援専門員実務研修終了後、初めて就業した介 平11老企22

護支援専門員については、就業後６月から１年の間に都道府 第2の3の(12)③

県等が行う初任者向けの研修を受講する機会を確保しなけれ

ばなりません。

17 設備及び備品等 事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、居宅 平11厚令38

介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えていますか。 第20条

いる ・ いない

※ 事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室 平11老企22

を設けることが望ましいですが、他の事業の用に要するもの 第2の3の(13)①

と明確に区分される場合は、他の事業との同一の事務室であ

っても差し支えありません。なお、同一事業所において他の

事業を行う場合に、業務に支障がないときは、それぞれの事

業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるものと

します。
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

17 設備及び備品等

※ 専用の事務室又は区画については、相談、サービス担当者 平11老企22

会議等に対応するのに適切なスペースを確保することとし、 第2の3の(13)②

相談のためのスペース等は利用者が直接出入りできるなど利

用しやすい構造としてください。

※ 居宅介護支援に必要な設備及び備品等を確保してください 平11老企22。

ただし、他の事業所及び施設等と同一敷地内にある場合であ 第2の3の(13)③

って、居宅介護支援の事業及び当該他の事業所及び施設等の

運営に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所及び

施設等に備え付けられた設備及び備品を使用することができ

ます。

18 従業者の健康管 介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要な 平11厚令38

理 管理を行っていますか。 第21条

いる ・ いない

19 掲示 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護支援専門員 平11厚令38

の勤務の体制その他の利用申込者のサ－ビスの選択に資すると 第22条

認められる重要事項を掲示していますか。

いる ・ いない

※ サービスの選択に資すると認められる重要事項とは、当該 平11老企22

事業所の運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制、秘 第2の3の(14)

、 、 。密の保持 事故発生時の対応 苦情処理の体制等をいいます

20 秘密保持 ① 介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、業務 平11厚令38

上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていませんか。 第23条第1項

いない ・ いる

※ 秘密を保持すべき旨を就業規則に規定したり、誓約書等を

とるなどの措置を講じてください。

② 介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理由が 平11厚令38

なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らす 第23条第2項

ことがないよう必要な措置を講じていますか。

いる ・ いない

※ 従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべ 平11老企22

き旨を、従業者との雇用時に取り決め、例えば違約金につい 第2の3の(15)②

ての定めを置くなどの措置を講じてください。
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

20 秘密保持 ③ サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる 平11厚令38

場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合 第23条第3項

は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ていますか。

いる ・ いない

※ この同意は、居宅介護支援開始時に利用者及びその家族の 平11老企22

代表から包括的に同意を得ることで足りるものです。 第2の3の(15)③

個人情報の保護に④ 「個人情報の保護に関する法律」及び「医療・介護関係事業者

関する法律(平15における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に基

年法律第57号)づき、入居者及びその家族の個人情報を適切に取り扱っていま

すか。

医療・介護関係事いる ・ いない

業者における個人「個人情報の保護に関する法律」の概要

ア 利用目的をできる限り特定し、その利用目的の達成に必要な範囲内で 情報の適切な取扱

個人情報を取り扱うこと いのためのガイド

イ 個人情報は適正な方法で取得し、取得時に本人に対して利用目的の通 ライン(平16.12.

知又は公表をすること 24厚労省）

ウ 個人データについては、正確かつ最新の内容に保つように努め、安全

管理措置を講じ、従業者及び委託先を監督すること

エ あらかじめ本人の同意を得なければ、第三者に個人データを提供して

はならないこと

オ 保有個人データについては、利用目的などを本人の知り得る状態に置

き、本人の求めに応じて開示・訂正・利用停止等を行うこと

カ 苦情の処理に努め、そのための体制の整備をすること

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラ「

イン」より

医療・介護関係事業者は、個人情報を提供してサービスを受ける患者・

利用者から、その規模によらず良質かつ適切な医療・介護サービスの提供

のために最善の努力を行う必要があること等から、本ガイドラインにおい

ては、個人情報取扱事業者としての法令上の義務を負わない医療・介護事

業者にも本ガイドラインを遵守する努力を求めるものです。

21 広告 居宅介護支援事業所について広告をする場合においては、そ 平11厚令38

の内容が虚偽又は誇大なものとなっていませんか。 第24条

いない ・ いる

22 居宅サービス事 ① 事業者及び管理者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関 平11厚令38

業者等からの利益 し、当該事業所の介護支援専門員に対して特定の居宅サービス 第25条第1項

収受の禁止等 事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示をしていま

せんか。 いない ・ いる

※ 事業者又は管理者が、同一法人系列の居宅サービス事業者 平11老企22

のみを位置づけるように指示すること等により、解決すべき 第2の3の(16)①

課題に反するばかりでなく、事実上他の居宅サービス事業者

の利用を妨げることを指すものです。また、介護支援専門員

は、居宅介護支援費の加算を得るために、解決すべき課題に

則さない居宅サービスを居宅サービス計画に位置づけること

があってはなりません。
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

22 居宅サービス事 ② 介護支援専門員は 居宅サ－ビス計画の作成又は変更に関し 平11厚令38、 、

業者等からの利益 利用者に対して特定の居宅サ－ビス事業者等によるサービスを 第25条第2項

収受の禁止等 利用すべき旨の指示等を行っていませんか。

いない ・ いる

③ 居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サ－ビス計画の 平11厚令38

作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サ－ビス事業 第25条第3項

者等によるサ－ビスを利用させることの対償として、当該居宅

サ－ビス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してい

ませんか。

いない ・ いる

23 苦情処理 ① 自ら提供した居宅介護支援又は自らが居宅サ－ビス計画に位 平11厚令38

置付けた居宅サ－ビス等に対する利用者及びその家族からの苦 第26条第1項

情に迅速かつ適切に対応していますか。

いる ・ いない

※ 居宅介護支援についての苦情の場合には、利用者又はその 平11老企22

家族、居宅サービス事業者等から事情を聞き、苦情に係る問 第2の3の(17)①

題点を把握の上、対応策を検討し必要に応じて利用者に説明

しなければなりません。

※ 当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概 平11老企22

要について明らかにし、相談窓口の連絡先、苦情処理の体制 第2の3の(17)④

及び手順等をサービスの内容を説明する文書に記載するとと

もに、事業所にも掲示しなければなりません。

② ①の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録して 平11厚令38

いますか。 第26条第2項

いる ・ いない

※ 苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報である 平11老企22

との認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上 第2の3の(17)②

に向けた取組を自ら行ってください。

、 、※ 記録の整備については 台帳等を作成し記録するとともに

利用者個票等に個別の情報として記録することが望ましいで

す。

③ 市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又 平11厚令38

は市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、利用者からの 第26条第3項

苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、指導又は

助言を受けた場合においては、当該指導・助言に従って必要な

改善を行っていますか。

いる ・ いない

④ 市町村からの求めがあった場合には、③の改善の内容を市町 平11厚令38

村に報告していますか。 第26条第4項

いる ・ いない
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

23 苦情処理 ⑤ 自ら居宅サ－ビス計画に位置付けた居宅サ－ビス又は地域密 平11厚令38

着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立 第26条第5項

てに関して、利用者に対して必要な援助を行っていますか。

いる ・ いない

⑥ 利用者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会が行う 平11厚令38

調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合において 第26条第6項

は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っていますか。

いる ・ いない

⑦ 国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、⑥の 平11厚令38

改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告していますか。 第26条第7項

いる ・ いない

24 事故発生時の対 ① 利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場 平11厚令38

応 合には速やかに市町村 利用者の家族等に連絡を行うとともに 第27条第1項、 、

必要な措置を講じていますか。

いる ・ いない

※ 事故が発生した場合の対応方法をあらかじめ定めておくこ 平11老企22

とが望ましいです。 第2の3の(18)①

② ①の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録していま 平11厚令38

すか。 第27条第2項

いる ・ いない

、 、※ 記録の整備については 台帳等を作成し記録するとともに

利用者個票等に個別の情報として記録することが望ましいで

す。

③ 利用者に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が 平11厚令38

発生した場合には、損害賠償を速やかに行っていますか。 第27条第3項

いる ・ いない

※ 速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておく、 平11老企22

若しくは賠償資力を有することが望まれます。 第2の3の(18)②

④ 事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための 平11老企22

対策を講じていますか。 第2の3の(18)③

いる ・ いない

25 会計の区分 ① 事業所ごとに経理を区分するとともに、居宅介護支援の事業 平11厚令38

の会計とその他の事業の会計を区分していますか。 第28条

いる ・ いない 平11老企22

第2の3の(19)
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

25 会計の区分 ② 具体的な会計処理の方法については、別に通知された「指定 平11老企22

介護老人福祉施設等に係る会計処理等の取扱いについて（平成 第2の3の(19)

12年3月10日・老計第8号 」及び「介護保険の給付対象事業にお）

ける会計の区分について（平成13年3月28日・老計第18号 」に）

基づき適切に行われていますか。

いる ・ いない

26 記録の整備 ① 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備していま 平11厚令38

すか。 第29条第1項
いる ・ いない

② 次のア～オに掲げる記録等を整備し、その完結の日から２年 平11厚令38

間保存していますか。 第29条第2項
いる ・ いない

ア 基準第13条第12号に規定する指定居宅サービス事業者等

との連絡調整に関する記録

イ 個々の利用者毎に次の事項を記載した居宅介護支援台帳

(ｱ) 居宅サービス計画

(ｲ) 基準第13条第7号に規定するｱｾｽﾒﾝﾄの結果の記録

(ｳ) 基準第13条第9号に規定するｻ-ﾋﾞｽ担当者会議等の記録

(ｴ) 基準第13条第13号に規定するﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果の記録

ウ 基準第16条に規定する市町村への通知に係る記録

エ 基準第26条第2項に規定する苦情の内容等の記録

オ 基準第27条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して

採った処置についての記録

第４ 変更の届出等

変更の届出等 事業所の名称及び所在地その下記に定める事項に変更があっ 法第82条

たとき、又は事業を再開したときは、１０日以内にその旨を知 第1項

事（福祉保健総合センター）に届け出ていますか。

いる ・ いない

ア 事業所の名称及び所在地 施行規則

イ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表 第133条

者の氏名、生年月日、住所及び職名

ウ 申請者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書又は

条例等（当該指定居宅介護支援事業に関するものに限る ）。

エ 事業所の平面図

オ 事業所の管理者の氏名、生年月日、経歴及び住所

カ 運営規程

キ 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス計画費の請

求に関する事項

ク 役員の氏名、生年月日及び住所

ケ 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

※ 当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃 法第82条

止又は休止の日の１月前までに、その旨を知事（福祉保健総 第2項

合センター）に届け出てください。
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

第５ 介護給付費の算定及び取扱い

１ 居宅介護支援費 ① 利用者に対して居宅介護支援を行い、かつ、月の末日におい 法46条第2項

て市町村又は国民健康保険団体連合会に対し、給付管理票を提

出している居宅介護支援事業者について、次の②から⑤の各区

分に応じ、それぞれ所定単位数を算定していますか。

いる ・ いない

② ⑥に示す算定方法により算定した取扱件数が４０未満である 平12厚告20

場合は、居宅介護支援(Ⅰ)を利用者の要介護状態区分に応じて 別表イ-注1

算定していますか。

いる ・ いない

※ 居宅介護支援費(Ⅰ) 平12厚告20

(一)要介護１又は要介護２ １，０００単位 別表イ-注1-(1)

(二)要介護３、要介護４又は要介護５ １，３００単位

③ 取扱件数が４０以上６０未満である場合は、利用者の要介護

状態区分に応じて、居宅介護支援費（Ⅱ）を４０以上の部分に

ついて算定していますか。

いる ・ いない

※ 居宅介護支援費(Ⅱ) 平12厚告20

(一)要介護１又は要介護２ ５００単位 別表イ-注1-(2)

(二)要介護３、要介護４又は要介護５ ６５０単位

④ 取扱件数が６０以上である場合は、利用者の要介護状態区分

に応じて、居宅介護支援費（Ⅲ）を４０以上の部分について算

定していますか。

いる ・ いない

※ 居宅介護支援費(Ⅲ) 平12厚告20

(一)要介護１又は要介護２ ３００単位 別表イ-注1-(3)

(二)要介護３、要介護４又は要介護５ ３９０単位

⑥ 基本単位の居宅介護支援費(Ⅰ)、居宅介護支援費(Ⅱ)、居宅

介護支援費(Ⅲ)を区分するための取扱件数の算定は、平成12年3

月1日老企第36号第三の７（下記参照）に従って適切に算定して

いますか。

いる ・ いない

※ 基本単位の居宅介護支援費(Ⅰ)、居宅介護支援費(Ⅱ)、居 平12老企第36

宅介護支援費(Ⅲ)を区分するための取扱件数の算定方法は、 第三の7の(1)

。）事業所全体の利用者(月末に給付管理を行っている者をいう

の総数に介護予防支援事業者から委託を受けた介護予防支援

に係る利用者（平１１厚令第３８第１３条第２５号に規定す

る厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する

利用者を除く ）の数に２分の１を乗じた数を加えた数を当該。
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

１ 居宅介護支援費 事業所の常勤換算方法により算定した介護支援専門員の員数

で除して得た数により該当する区分を適用する。

要介護者の数 ＋ 要支援者の数×1/2
＝ 取扱件数

介護支援専門員の数（常勤換算方法により算定）

※ 居宅介護支援費（Ⅰ （Ⅱ）又は（Ⅲ）の利用者ごとの割 平12老企第36）、

り当てに当たっては、利用者の契約日が古いものから順に、 第三の7の(2)

１件目から３９件目（常勤換算方法で１を超える数の介護

支援専門員がいる場合にあっては、４０にその数を乗じた数

から１を減じた件数まで）については居宅介護支援費（Ⅰ）

を算定し、４０件目（常勤換算方法で１を超える数の介護支

援専門員がいる場合にあっては、４０にその数を乗じた件

数）以降については、取扱件数に応じ、それぞれ居宅介護支

援費（Ⅱ）又は（Ⅲ）を算定すること。

２ 基本的事項 ① 費用の額は、平成12年厚生省告示第20号の「厚生大臣が定め 平12厚告22

る１単位の単価」に、それぞれの所定単位数を乗じて算定され 第1号・第2号

ていますか。

いる ・ いない

② ①により費用の額を算定した場合において、その額に１円未 平12厚告20

満の端数があるときは、そvの端数金額は切り捨てて計算してい 第3号

ますか。 いる ・ いない

３ 運営基準減算 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、運営基 平12厚告20

準減算として、所定単位数の１００分の７０に相当する単位数 別表イ-注2

を算定していますか。

いる ・ いない

運営基準減算が２月以上継続している場合には、所定単位数

の１００分の５０に相当する単位数を算定していますか。

いる ・ いない

※ 別に厚生労働大臣が定める基準 平12厚告25

以下の①から⑦に定める規程に適合していないこと 第35号

①基準第13条第7号(ｱｾｽﾒﾝﾄに当たり居宅訪問による面接）

②基準第13条第9号(計画原案に係るｻｰﾋﾞｽ担当者会議の開催) 平11厚令38

③基準第13条第10号(居宅サービス計画原案の説明と同意) 第13条

④基準第13条第11号(居宅ｻｰﾋﾞｽ計画を利用者･担当者へ交付)

⑤基準第13条第13号(1月に1回の居宅訪問及びﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ記録) 平12老企第36

⑥基準第13条第14号(更新認定時等のｻｰﾋﾞｽ担当者会議開催) 第三の6

⑦基準第13条第15号(①から⑥の規定を計画変更時に準用)

※ 運営基準減算の対象となる規定を遵守するよう県知事から 平12老企第36

の指導があった場合、当該指導に従わない場合には、特別な 第三の6

事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものです。
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

４ 特別地域居宅介 下記の地域に所在する事業所の介護支援専門員が居宅介護支 平12厚告20

護支援加算 援を行った場合は、特別地域居宅介護支援加算として、所定単 別表イ-注3

位数の１００分の１５を所定単位数に加算していますか。

いる ・ いない

※ 特別地域居宅介護支援加算対象地域 平12厚告24

飯能市(名栗),ときがわ町(大椚),秩父市(浦山/上吉田/大滝),

横瀬町(芦ヶ久保),皆野町(金沢/日野沢),

小鹿野町(三田川/倉尾/両神),本庄市(本泉),神川町(矢納)

５ 中山間地域等 下記の地域に所在し、かつ下記の施設基準に適合する居宅介 平12厚告20

小規模事業所加算 護支援事業所の介護支援専門員が居宅介護支援を行った場合は 別表イ-注4、

所定単位数の１００分の１０に相当する単位数を所定単位数に

加算していますか。

いる ・ いない

※ 中山間地域等小規模事業所加算対象地域 平21厚労告83

飯能市(風影・阿寺/八徳/上・下久通),越生町(梅園),小川町

(栗山),ときがわ町(大椚以外の都幾川),秩父市(浦山・上吉田

・大滝以外の全域),横瀬町(芦ヶ久保以外の全域),皆野町(三沢

/桜ヶ谷),長瀞町(風布),小鹿野町(三田川・倉尾・両神以外の

全域),東秩父村(全域),神川町(矢納以外の神泉),寄居町(風布)

春日部市(宝珠花)

※ 厚生労働大臣が定める施設基準 平12厚告26

１月当たり実利用者数が２０人以下の指定居宅介護支援事

業所であること。

６ 中山間地域等 居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、下記の地域に居住 平12厚告20

居住者加算 している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて居宅 別表イ-注5

介護支援を行った場合は、所定単位数の１００分の５に相当す

る単位数を所定単位数に加算していますか。

いる ・ いない ・ 該当しない

※ 中山間地域等居住者加算対象地域 平21厚労告83

上記４の特別地域居宅介護支援加算対象地域もしくは上記

５の中山間地域等小規模事業所加算対象地域

７ 特定事業所集中 ① 下記の基準に該当する場合には 特定事業所集中減算として 平12厚告20、 、

減算 １月につき２００単位を所定単位数から減算していますか。 別表イ-注6

いる ・ いない
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

７ 特定事業所集中

減算 ※ 厚生労働大臣が定める基準 平12厚告25

正当な理由なく、当該事業所において前６月間に作成した 第36号

居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、通所介護又は

福祉用具貸与（以下「訪問介護サービス等」という ）の提供。

総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によっ

て提供されたものの占める割合が１００分の９０を超えてい

ること。

② 特定事業所集中減算の取扱いについて、平成12年3月1日老企

第36号第三の９（下記参照）に従って、その取扱いを適切に行

っていますか。

いる ・ いない

※ 特定事業所集中減算の取扱いについて（平成12年3月1日 平12老企第36

老企第36号第三の１０より抜粋） 第三の10

(1) 判定期間と減算適用期間

居宅介護支援事業所は、毎年度２回、次の判定期間におけ

る当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象と

、 、 、し 減算の要件に該当した場合は 次に掲げるところに従い

当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべて

について減算を適用する。

① 判定期間が前期（３月１日から８月末日）の場合は、減

算適用期間を１０月１日から３月３１日までとする。

② 判定期間が後期（９月１日から２月末日）の場合は、減

算適用期間を４月１日から９月３０日までとする。

(2) 判定方法

各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成され

た居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護又は福祉用

具貸与が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算

出し、訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与それぞれについ

て、最もその紹介件数の多い法人（以下「紹介率最高法人」

という ）を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を。

計算し、訪問介護サービス、通所介護又は福祉用具貸与のい

ずれかについて９０％を超えた場合に減算する。

(3) 算定手続

判定期間が前期の場合については９月１５日までに、判定

期間が後期の場合については３月１５日までに、すべての居

宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を作成

し、算定の結果９０％を超えた場合については当該書類を都

道府県知事に提出しなければならない。なお、９０％を超え

なかった場合についても、当該書類は、各事業所において２

年間保存しなければならない。

① 判定期間における居宅サービス計画の総数

② 訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与のそれぞれが位置

付けられた居宅サービス計画数

③ 訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与のそれぞれの紹介

率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹

介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名

④ (2)の算定方法で計算した割合



- 25 -

自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

７ 特定事業所集中 ⑤ (2)の算定方法で計算した割合が９０％を超えている場合

減算 であって正当な理由がある場合においては、その正当な理

由

(4) 正当な理由の範囲

(3)で判定した割合が９０％以上あった場合には、９０％を

超えるに至ったことについて正当な理由がある場合において

は、当該理由を都道府県知事に提出すること。なお、都道府

県知事が当該理由を不適当と判断した場合は特定事業所集中

減算を適用するものとして取り扱う。正当な理由として考え

られる理由を例示すれば次のようなものであるが、実際の判

断に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的

に勘案し正当な理由に該当するかどうかを都道府県知事にお

いて適正に判断されたい。

① 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護

サービス等が各サービスごとでみた場合に５事業所未満で

ある場合などサービス事業所が少数である場合

（例）訪問介護事業所として４事業所、通所介護事業所とし

て１０事業所が所在する地域の場合

紹介率最高法人である訪問介護事業者に対して、減算

は適用されないが、紹介率最高法人である通所介護事業

者に対して、減算は適用される。

② 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場

合

③ 判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画件数が

２０件以下であるなど事業所が小規模である場合

④ サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した

場合などにより特定の事業者に集中していると認められる

場合

⑤その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合

８ サービス種類相 利用者が月を通じて特定施設入居者生活介護又は小規模多機 平12厚告20

互間の算定関係 能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護（短期利用共同生活 別表イ-注7

介護費を算定する場合を除く ）若しくは地域密着型特定施設入。

居者生活介護を受けている場合は、当該月については、居宅介

護支援費は、算定していませんか。

いない ・ いる

９ 初回加算 ① 新規に居宅サービス計画を作成する利用者に対して、居宅介 平12厚告20

護支援を行った場合その他の下記の基準に適合する場合に、１ 別表ロ

月につき３００単位を加算していますか。

いる ・ いない

※ 厚生労働大臣が定める基準 平12厚告23

イ 新規に居宅サービス計画を作成する利用者に対し、居宅 第51号

介護支援を行った場合

ロ 要介護状態区分が２区分以上変更された利用者に対し居

宅介護支援を行った場合
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

９ 初回加算

※ 初回加算は、具体的には次のような場合に算定されます。 平12老企第36

① 新規に居宅サービス計画を作成する場合 第三の9

② 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画

を作成する場合

③ 要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居宅サー

ビス計画を作成する場合

② 運営基準減算に該当する場合は、当該加算は、算定していま 平12厚告20

せんか。 別表ロ

いない ・ いる

10 特定事業所加算 下記に定める基準に適合しているものとして都道府県知事に 平12厚告20

届け出た居宅介護支援事業所は、１月につき下記に掲げる所定 別表ハ

単位数を加算していますか（ただし、(Ⅰ)と(Ⅱ)を同時に算定

できません 。）

(1) 特定事業所加算(Ⅰ) ５００単位

(2) 特定事業所加算(Ⅱ) ３００単位

いる ・ いない

※ 特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積 平12老企第36

極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高 第三の11(1)

いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域全

体のケアマネジメントの質の向上に資することを目的として

います。

※ 特定事業所加算制度の対象となる事業所については、 平12老企第36

・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独 第三の11(2)

立した事業所であること。

・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が

配置され、どのような支援困難ケースでも適切に処理でき

る体制が整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援

事業所であること。

が必要となるものです。

※ 特定事業所加算取得事業所については、介護保険法に基づ 平12老企第36

く情報公表を行うほか、積極的に特定事業所加算取得事業所 第三の11(3)⑪

である旨を表示するなど利用者に対する情報提供を行ってく

ださい。また、利用者に対し、特定事業所加算取得事業所で

。ある旨及びその内容が理解できるよう説明を行ってください

※ 本加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、 平12老企第36

基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、２年間保存す 第三の11(4)

るとともに、都道府県知事等から求めがあった場合について

は、提出してください。
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

10 特定事業所加算 ☆厚生労働大臣が定める基準及びその各要件の取扱

１ 特定事業所加算（Ⅰ）

次に掲げる(1)～(10)の基準のいずれにも適合すること。

(1) 常勤かつ専従の主任介護支援専門員を配置していること。 平12厚告25

第37号イ(1)

※ 常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該居宅

介護支援事業所の業務に支障がない場合、同一敷地内にある 平12老企第36

他の事務所の職務を兼務しても差し支えないものです。 第三の11(3)①

(2) 常勤かつ専従の介護支援専門員を３名以上配置していること 平12厚告25。

第37号イ(2)

※ 常勤かつ専従の介護支援専門員３名とは別に、主任介護支

援専門員を置く必要があること。したがって、当該加算を算 平12老企第36

定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及 第三の11(3)②

び介護支援専門員３名の合計４名を常勤かつ専従で配置する

必要があります。

(3) 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項 平12厚告25

に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。 第37号イ(3)

※ 「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意 平12老企第36

事項に係る伝達等を目的とした会議」は、次の要件を満たす 第三の11(3)③

ものでなければなりません。

ア 議題については、少なくとも次のような議事を含めるこ

と。

(a)現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針

(b)過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善

方策

(c)地域における事業者や活用できる社会資源の状況

(d)保健医療及び福祉に関する諸制度

(e)ケアマネジメントに関する技術

(f)利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方

針

(g)その他必要な事項

イ 議事については、記録を作成し、２年間保存しなければ

ならないこと。

ウ 「定期的」とは、概ね週１回以上であること。

(4) ２４時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の 平12厚告25

相談に対応する体制を確保していること。 第37号イ(4)

※ ２４時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話等 平12老企第36

により連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じるこ 第三の11(3)④

とが可能な体制をとる必要があることを言うものであり、当

該事業所の介護支援専門員が輪番制による対応等も可能であ

ること。
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

10 特定事業所加算 (5) 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が 平12厚告25

要介護３、要介護４及び要介護５である者の占める割合が 第37号イ(5)

１００分の５０以上であること。

※ 要介護３、要介護４又は要介護５の者の割合が５０％以上 平12老企第36

であることについては、毎月その割合を記録しておかなけれ 第三の11(3)⑤

ばなりません。

なお、特定事業所加算を算定する事業所については、積極

的に支援困難ケースに取り組むべきこととされているもので

あり、こうした割合を満たすのみではなく、それ以外のケー

スについても常に積極的に支援困難ケースを受け入れるべき

ものでなければなりません。

また、下記(7)の要件のうち 「地域包括支援センターから、

支援が困難な事例を紹介された場合」に該当するケースにつ

いては、例外的に上記(5)の５０％の要件の枠外として取り扱

うことが可能です（すなわち、当該ケースについては、要介

護３、要介護４又は要介護５の者の割合の計算の対象外とし

て取り扱うことが可能 。）

(6) 当該居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計 平12厚告25

画的に研修を実施していること。 第37号イ(6)

※ 「計画的に研修を実施していること」については、当該事 平12老企第36

業所における介護支援専門員の資質向上のための研修体系と 第三の11(3)⑥

当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、介

護支援専門員について個別具体的な研修の目標、内容、研修

期間、実施時期等について、毎年度少なくとも年度が始まる

。 、３月前までに次年度の計画を定めなければなりません また

管理者は、研修目標の達成状況について、適宜、確認し、必

要に応じて改善措置を講じなければなりません。なお、年度

の途中で加算取得の届出をする場合にあっては、当該届出を

行うまでに当該計画を策定することになります。

(7) 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場 平12厚告25

合においても、当該支援が困難な事例に係る者に居宅介護支援 第37号イ(7)

を提供していること。

※ 特定事業所加算算定事業所については、自ら積極的に支援 平12老企第36

困難ケースを受け入れるものでなければならず、また、その 第三の11(3)⑦

ため、常に地域包括支援センターとの連携を図らなければな

りません。

(8) 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加して 平12厚告25

いること。 第37号イ(8)
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10 特定事業所加算 (9) 居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算 平12厚告25

の適用を受けていないこと。 第37号イ(9)

※ 特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になって 平12老企第36

いないのみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立 第三の11(3)⑧

公正を確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立性を

確保した事業所である必要があります。

(10) 居宅介護支援事業所において居宅介護支援の提供を受ける 平12厚告25

利用者数が当該居宅介護支援事業所の介護支援専門員１人当 第37号イ(10)

たり４０名未満であること。

※ 取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平 平12老企第36

均して介護支援専門員１名当たり４０名未満であれば差し支 第三の11(3)⑨

えないこととするが、ただし、不当に特定の者に偏るなど、

適切なケアマネジメントに支障がでることがないよう配慮し

なければなりません。

２ 特定事業所加算（Ⅱ）

次に掲げる(1)～(3)の基準のいずれにも適合すること。

(1) 上記特定事業所加算（Ⅰ）の(3),(4),(9)及び(10)の基準に 平12厚告25

適合すること。 第37号ロ(1)

(2) 常勤かつ専従の主任介護支援専門員等を配置していること。 平12厚告25

第37号ロ(2)

※ 常勤かつ専従の主任介護支援専門員等については、当該居

宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内に 平12老企第36

ある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとしま 第三の11(3)10

す。なお、主任介護支援専門員等の「等」については、平成

２１年度中に主任介護支援専門員研修課程を受講し、かつ必

ず終了する見込みがある者である必要があります。

(3) 常勤かつ専従の介護支援専門員を２名以上配置しているこ 平12厚告25

と。 第37号ロ(3)

※ 常勤かつ専従の介護支援専門員２名とは別に、主任介護支 平12老企第36

援専門員等を置く必要があります。したがって、当該加算を 第三の11(3)10

算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員

等及び介護支援専門員２名の合計３名以上を常勤かつ専従で

配置する必要があります。
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

11 医療連携加算 利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又 平12厚告20

は診療所の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境 別表ニ

等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は、利用者１

人につき１月に１回を限度として１５０単位を加算しています

か。 いる ・ いない

※ 「必要な情報」とは、具体的には、当該利用者の心身の状 平12老企第36

況、生活環境及びサービスの利用状況をいいます。当該加算 第三の12

については、利用者１人につき、１月に１回を限度として算

定することとします。なお、利用者が入院してから遅くとも

７日以内に情報提供した場合に算定することとします。

12 退院・退所加算 ① 下記に定める基準に適合する場合には、当該基準に掲げる区 平12厚告20

分に従い、次に掲げる所定単位数を算定していますか。 別表ホ

(1) 退院・退所加算（Ⅰ） ４００単位

(2) 退院・退所加算（Ⅱ） ６００単位

いる ・ いない

※ 退院・退所加算（Ⅰ）を算定すべき場合 平12厚告23

病院若しくは診療所への入院期間又は地域密着型介護老人 第52-イ

福祉施設若しくは介護保険施設への入所期間が３０日以下で

あった者が退院又は退所（指定地域密着型サービス介護給付 平12老企第36

費単位数表の地域密着型介護福祉施設サービス又は介護福祉 第三の13(1)

施設サービスの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除

く ）し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サー。

ビスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に

当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設

又は介護保険施設の職員と面談を行い、利用者に関する必要

な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居

宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行

った場合には、当該利用者の居宅サービス又は地域密着型サ

ービスの利用開始月に所定単位を加算します。

※ 退院・退所加算（Ⅱ）を算定すべき場合

病院若しくは診療所への入院期間又は地域密着型介護老人 平12厚告23

福祉施設若しくは介護保険施設への入所期間が３０日を超え 第52-ロ

る者が退院又は退所（指定地域密着型サービス介護給付費単

位数表の地域密着型介護福祉施設サービス又は介護福祉施設 平12老企第36

サービスの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く ） 第三の13(2)。

し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービス

を利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当た

って、当該病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は

介護保険施設の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情

報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サ

ービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った

場合には、当該利用者の居宅サービス又は地域密着型サービ

スの利用開始月に所定単位を加算します。
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12 退院・退所加算

※ 退院・退所加算（Ⅰ）については、同一月に１回のみ算定 平12老企第36

することができます。 第三の13(3)

退院・退所加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）については、同一月に退

院・退所した病院等又は施設が同一である場合には、併せて

算定することはできません。なお、原則として、退院・退所

前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、退

。院後７日以内に情報を得た場合には算定することができます

※ 利用者に関する必要な情報については、別途定めることと 平12老企第36

します。 第三の13(1)(2)

「居宅介護支援費の退院・退所加算(Ⅰ)・(Ⅱ)に係る様→

式例の例示について」(平成21年3月13日老振発第0313001

号）を参照してください。

② 初回加算を算定する場合、当該加算を算定していませんか。 平12厚告20

別表ホ

いない ・ いる

13 認知症加算 日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認 平12厚告20

められることから介護を必要とする認知症（法第８条第16項に 別表ヘ

規定する認知症をいう ）の利用者に対して居宅介護支援を行っ。

た場合に、１月につき１５０単位を算定していますか。

いる ・ いない

※ 「日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認 平12老企第36

められることから介護を必要とする認知症の利用者」には、 第三の14

、 。日常生活自立度のランクⅢ Ⅳ又はＭの利用者が該当します

14 独居高齢者加算 独居の利用者に対して居宅介護支援を行った場合に、１月に 平12厚告20

つき１５０単位を加算していますか。 別表ト

いる ・ いない

平12老企第36

※ 当該加算は、利用者から介護支援専門員に対し、単身で居 第三の15

住している旨の申立てがあった場合であって、介護支援専門

員が利用者の同意を得て、当該利用者が住民票上でも単独世

。帯であることの確認を行っている場合に算定できるものです

ただし、住民票による確認を行うことについて利用者の同意

が得られなかった場合又は住民票においては単独世帯ではな

かった場合であっても、介護支援専門員のアセスメントによ

り利用者が単身で居住していると認められる場合は、算定で

きるものです。なお、介護支援専門員のアセスメントの結果

、 。 、については 居宅サービス計画等に記載してください また

少なくとも月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者が単身

で居住している旨を確認し、その結果を居宅サービス計画等

に記載してください。
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15 小規模多機能型 ① 利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、当 平12厚告20

居宅介護事業所連 該利用者に係る必要な情報を当該小規模多機能型居宅介護を提 別表チ

携加算 供する小規模多機能型居宅介護事業所に提供し、当該小規模多

機能型居宅介護事業所における居宅サービス計画の作成等に協

力した場合に、３００単位を算定していますか。

いる ・ いない

※ 当該加算は、介護支援専門員が、小規模多機能型居宅介護 平12老企第36

事業所に出向き、利用者の居宅サービスの利用状況等の情報 第三の16

提供を行うことにより、当該利用者の小規模多機能型居宅介

護における居宅サービス計画の作成に協力を行った場合に、

算定を行うものです。

なお、当該加算は、利用者が小規模多機能型居宅介護の利

用を開始した場合にのみ算定することができます。

② 利用開始日前６月以内において、当該利用者による当該小規 平12厚告20

模多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定してい 別表チ

る場合、当該加算を算定していませんか。

いない ・ いる

第６ その他

１ ワムネットの ① 福祉保健医療情報ネットワークシステム（ワムネット）を活

活用 用していますか。

いる ・ いない

※ 介護保険制度に関する国・県などの最新情報の入手や事業

者の情報発信などに便利なワムネットは、登録するだけでイ

ンターネットで利用できます。

（ＵＲＬ）http：//www.wam.go.jp/

② 自己評価結果公開情報を活用していますか。

いる ・ いない

※ 県では、自己評価結果をワムネット上で公開するためのシ

ステムを用意しています。ワムネットの利用登録をすれば利

用できます （無料）。

（アクセス方法）

ワムネットトップページ→会員入口→ログイン

→都道府県情報→評価情報提供システム
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２ 介護サービス情 ① 指定情報公表センター（埼玉県社会福祉協議会）へ年１回、 法第115条の35

報の公表 基本情報と調査情報を報告していますか。 第1項

いる ・ いない 施行規則第140

条の29

※ 新規事業所は、基本情報のみ報告 施行規則第140

既存事業所は、基本情報と調査情報を報告。 条の31

※ 原則として、前年度に介護サービスの対価として支払を 施行規則第140

受けた金額が１００万円を超えるサービスが対象。 条の30

ただし、報告・調査を行うサービス区分内において、いず

れかのサービスが１００万円を超える場合には、区分内の他

のサービスについても対象となる （ 報告・調査区分」につ。「

いては集団指導時の「介護サービス情報の公表」の資料を参

照）

② 報告後、指定調査機関による調査を受け、指定情報公表セン

ターにより公表されていますか。

いる ・ いない


